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脱炭素社会の実現に向けた取組の推進 

 

近年、世界各地で記録的な高温や大雨、干ばつなどの異常気象が頻発しており、

世界気象機関（WMO）はこれらの異常気象が長期的な地球温暖化の傾向と一致

していると発表している。 

我が国においても令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨など、毎年のように

自然災害に襲われ、我々の生命や財産、暮らしを脅かす事態が生じてきており、

地球温暖化対策は待ったなしの状況にある。 

このような状況の中、令和２年１０月、菅総理大臣が所信表明において、２０

５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを宣言し、令和３年４

月に開催された気候サミットでは、我が国は２０３０年度に、温室効果ガス排出

量を２０１３年度比で４６％削減を表明するなど、国内外に対し、脱炭素社会の

実現に向けて取り組む決意を表明したところである。 

地方においても、近畿ブロック知事会を構成する１０府県を含む多くの都道

府県がすでに脱炭素を表明しており、その実現に向けた動きが本格化している。 

加えて、今般、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済活動を

再開するにあたって、グリーンリカバリーの取組が求められるなど、脱炭素社会

の実現に向けた気運はこれまでにないほど高まっている。 

脱炭素社会を実現するには、再生可能エネルギーへの転換のみならず、プラス

チック資源の循環利用の拡大や食品ロスの削減といった、無駄なエネルギーの

削減等、我々一人ひとりが行動を変容させ、社会システムを変革していく必要が

あるが、地方自治体はそのための中心的な役割を担っている。 

以上より、率先して脱炭素社会の実現をめざす地方自治体の取組を推進する

ため、次の事項について提言する。 

 

１ 総合的な交付金の創設、起債制度の見直し等による地方自治体への支援 

（１）2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロをめざす地方自治体の取組を支

援するための総合的な交付金を創設すること。 

（２）環境債（グリーンボンド）として発行される地方債について、温室効果ガ

スの削減や気候変動への適応等、脱炭素社会の実現に資するソフト事業に

充当できるよう、制度の見直しを行うこと。 

（３）市町村が実施する再生可能エネルギー利用促進等の取組を支援するため、

財政支援と併せて運用を担う人材を国が派遣するなど、国によるバックア

ップ体制を充実すること。 

（４）現在、国の「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」において進

められている具体的な仕組みについての検討にあたっては、各主体におけ

る取組が早期に促進されるよう、また、炭素税等の税としてカーボンプライ

シングを導入する場合には、税収入の一定割合を地方に移譲する仕組みを

構築するよう、迅速かつ丁寧な検討を行うこと。 

 

 



２ 地域における拠点の整備促進 

（１）気候変動適応の取組を促進するため、地域の適応施策への技術的支援を行

うとともに、地域気候変動適応センターの運営に要する経費について財政

支援措置を講じること。 

（２）地球温暖化防止活動推進センターが行う、地域における地球温暖化対策に

関する普及啓発等の活動に対し、財政的・技術的支援を一層拡充すること。 

 

３ 再生可能エネルギーの導入促進 

（１）現在策定中の第６次エネルギー基本計画では、明確に「主力電源」として、

再生可能エネルギーの導入を推進することを掲げ、２０３０年の再生可能

エネルギー発電比率について、４０％超という意欲的な目標を設定するこ

と。 

（２）利用拡大が期待されている再生可能エネルギー促進に対する財政支援を

行い、取組に積極的な自治体が広く活用できる総合的な交付金を創設する

こと。 

（３）地方が導入する再生可能エネルギーや原子力発電によるＣＯ２削減効果

が、立地地域のＣＯ２排出量の削減に反映されるよう、新たな指標を設ける

こと。 

（４）地域と共生した再生可能エネルギー導入の実現のため、許認可等の手続き

において、地元自治体の意見が適切に反映される仕組みを構築すること。 

（５）再生可能エネルギーの導入にあたっては、自然環境への配慮が必要であり、

ため池での水上太陽光発電など、地域の実情に応じた適地を利用した導入

拡大を推進すること。 

（６）未利用間伐材等のバイオマス発電や熱利用への活用を図るなど、森林資源

の循環利用を推進することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図る

こと。 

（７）２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導

入において、これまで以上に大きなイノベーションを推進すること。 

 

４ 水素の活用促進 

（１）脱炭素社会の切り札となる水素を活用するため、コスト削減に向け、化学

工業の副産物として発生する副生水素の利用をはじめ、水素の安定供給に

係る研究開発を促進すること。特に、再生可能エネルギー由来の CO2フリー

水素の製造や利活用について、国として積極的な支援策を講じること。 

（２）水素発電を推進するため、既存発電所設備の改良等に要する費用の支援制

度を創設すること。また、ガスタービン発電における高効率の燃焼器の開発

など、水素発電技術のさらなる向上に向けた支援を行うこと。 

（３）水素需要を創出し、水素コストの低減に資するため、水素サプライチェー

ンの構築に向けた技術開発の支援はもとより社会実装を強力に推進するこ

と。 

 

 



（４）水素の活用を促進するため、モビリティ分野（トラック、鉄道、船舶等）

における水素燃料電池化や水素ステーション等の整備に対する支援を拡充

するとともに、更なる規制緩和を行うこと。また、水素の実装に向け、地方

をフィールドとした運輸事業者等の先導的な取組に対して、積極的な支援

を図ること。 

 

５ 地域交通における脱炭素化の推進 

地域交通の脱炭素化を加速させるため、EV や PHV の充電インフラの普及を

図ること。 

 

６ 省エネ建築物の普及促進に向けた支援 

（１）高性能な省エネ住宅の普及に向けた自治体独自の取組に対する支援制度

を検討すること。 

（２）ZEH や ZEB の省エネ建築物について、2021 年以降の補助制度を延長拡充

するとともに、税制上の優遇措置を充実させること。 

（３）ZEHについては、ZEHビルダー等の人材育成等、支援する仕組みを構築す

ること。 

（４）公共施設や社会福祉施設、商業用ビルをはじめとする建築物の早期ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化をする場合には、各省庁の補助制度

や起債制度を充実すること。 

（５）公共施設のＺＥＢ化に向け、公共施設等総合管理計画の指針など公共施設

の更新等に係る国の方針に脱炭素化を位置付けること。 

 

７ プラスチックの循環利用の拡大、食品ロス対策の推進 

（１）プラスチック資源循環の促進については、プラスチックの３Ｒ＋

Renewableおよび資源循環の高度化に向けたシステムの構築や、各市町村等

における処理体制等の実態を十分にふまえた上で、リサイクル処理に係る

新たな技術の導入や施設整備等について、技術的および財政的支援を行う

こと。 

（２）食品ロス削減に向けて実効性のある取組が実施できるよう、事業者等の優

良な取組事例および事業系食品ロス量に関するデータ等を積極的に地方公

共団体へ提供すること。 
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